
横須賀市eスポーツ協会規約 
 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この協会は，横須賀市eスポーツ協会(以下｢本協会｣という)と称する。 
 
 
（設⽴⽬的・⽅針） 

第２条 本協会の活動⽬的は、eスポーツそして横須賀市の発展に寄与する物と規定する。 
この⽬的を達成するために、以下の⽅針を併せて規定する。 

（１） ゲームがスポーツとして認知されるよう普及.拡⼤活動をする。 

 
（２） e スポーツを通じて、様々な⽴場の⼈の交流や⼼⾝の健全な発達を促し、e スポーツ⽂
化の発展に寄与する。 

 
(３)e スポーツを通じて、横須賀市の魅⼒を発信し市の発展に寄与する。 

 
 
第２章 会員 

（会員） 

第３条 会員とは、当協会の⽬的に賛同して⼊会し、その趣旨に沿った活動、事業を⾏う、⼜
は応援する個⼈または法⼈及び団体等をいう。 

 
 

（会員区分及び会費） 
第４条 会員区分及び会費は、別表の会員区分及び会費規則に掲げる。



（会⻑） 

第５条 本協会に会⻑を置き、会員の中から理事会で選任する。 
 
 
（会⻑の職務） 

第６条 会⻑は本協会を代表し，会務を総理する。 
 
 
（⼊会） 

第７条 ⼊会⼿続きは、次のとおりとする。 

 
特別会員:理事会からの推薦を受けなければならない。 

 
⼀般会員:⼀般会員として⼊会を希望するものは、当協会のホームページより「⼀般会員⼊会
申込フォーム」に必要事項  を記して申し込みを⾏い、事務局からの承認を受けなければなら
ない。 
 
学⽣会員: 学⽣会員として⼊会を希望するものは、当協会のホームページより「学⽣会員⼊会
申込フォーム」に必要事項  を記して申し込みを⾏い、事務局からの承認を受けなければなら
ない。 

 
賛助会員:賛助会員として⼊会を希望するものは、当協会ホームページより「賛助会員 ⼊会申込
フォーム」に必要事項を記して申し込みを⾏い、提供する⾦銭、物品、またはサービス等の提
供について理事会の確認を得なければならない。 

 
 
第８条 次の事項に該当する個⼈、団体及び法⼈の当協会への⼊会は⼀切認めない。 

 
 
（１）暴⼒団及び暴⼒団員と密接な関係を有する者その他これらに類するもの。 



（２）前号に掲げるもののほか，公序良俗に反するもの。 
 
 
（退会） 

第９条 会員は，事務局の承認を得て，退会することができる。 
 
 
第３章 理事会 

（理事会） 

第１０条 本協会の意思決定機関として毎⽉１回の理事会を置く。 
 
 
（事務局） 

第１１条 事務局は理事会の意思決定を受け活動するために会⻑が任命

する。 

 
（事務局⻑） 

第１２条 事務局⻑は事務局員の中から会⻑が任命する。 
 
 
（事務局⻑の職務） 

第１３条 事務局⻑は，会⻑からの委任を受け，本協会の運営に関する事項及び会務を総理す
る。 

２ 事務局⻑は，理事会の議決事項について，緊急を要するため理事会を招集する時間的余裕が
ないと認められるときは，当該事項について専決することができる。この場合において，事務
局⻑は，次の理事会においてこれを報告し，その承認を求めなければならない。 



 
（理事会の議決事項） 

第１４条 理事会は，次の事項を議決する。 

（１）事業計画の決定 

（２）事業報告の承認 

（３）規約の制定及び改廃 

（４）事務局⻑が専決した事項の承認 

（５）本協会の解散 

（６）その他本協会の重要事項 
 
 
（招集） 

第１５条 理事会は，会⻑及び事務局⻑が必要に応じて召集する。 
 
 
（定⾜数） 

第１６条 理事会は，委員の過半数の出席がなければ開会することができない。 

２ 理事は，理事会に出席することができないときは，事務局に表決権を委任することができ
る。この場合において，前項及び次項の適⽤については，当該事務局は理事会に出席したもの
とみなす。 

 
 
（議決） 

第１７条 理事会の議事は，この規約に規定するもののほか，出席した理事の過半数をもって
決し，可否同数のときは，会⻑の決するところによる。 



 
第６章 顧問，参与 

（顧問） 

第１８条 本協会の事業に助⾔及び協⼒を求めるため，第⼀線で活躍する業界関係者等を顧問
に置くことができる。 

２ 顧問は，会⻑及び事務局⻑が委嘱する。 
 
 
（参与） 

第１９条 本協会の運営等に関し，必要な助⾔及び意⾒を聴くため，参与を置くことができる。 

２ 参与は，会⻑及び事務局⻑が委嘱する。 
 
 
第７章 財務 

（収⼊） 

第２０条 本協会の経費は，会員会費，協賛⾦，事業に伴う収⼊，その他の収⼊をもって充て
る。 

 
 
（事業年度及び会計年度） 

第２１条 本協会の事業年度及び会計年度は毎年４⽉１⽇に始まり，翌３⽉３１⽇までとする。 
 
 
第８章 規約の変更，本協会の解散 

（規約の変更） 

第２２条 規約を変更するときは，理事会に出席した理事の過半数の議決を経なければならな
い。 



 
（解散） 

第２３条 本協会を解散するときは，理事総数の４分の３以上の多数の同意による理事会の議
決を要する。 

 
 
（残余財産の処分） 

第２４条 解散のときに存する残余財産は，理事会において，委員総数の４分の３以上の多数
による議決をもって，その処分⽅法を決定するものとする。 

 
 
第９章 雑則 

（委任） 

第２５条 本規約の定めるもののほか，必要な事項は理事会が定める。 
 
 

令和2年9⽉25⽇施⾏

令和3年2⽉24⽇ 改定 

令和4年12⽉17⽇改定 


